
（平成２３年６月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

宮崎厚生年金 事案 726 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月１日から 42年 12月 29日まで 

私は、Ａ事業所では、事務業務に従事していた。妊娠等を理由に退職した

が、脱退手当金を受給した記憶は無く、請求したことも無いと思うので、脱

退手当金を受給したこととされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者期間につい

てはその計算の基礎とされておらず、未請求となっており、申立人は未請求期

間について厚生年金保険に加入していたことを認識していたことをうかがわ

せる供述をしていることを踏まえると、申立人が２回の被保険者期間のうち、

最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、申立人は、昭和 42 年 12 月にＡ事業所を退職後、43 年２月頃に国民

年金に加入し、同年１月から 60 歳に達するまでの国民年金保険料を全て納付

していることから、脱退手当金が支給されたとする当時、脱退手当金を請求す

る意思を有していたとは認め難い。 

さらに、申立人は、昭和 42年 10月に婚姻し、改姓しているが、申立期間に

係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票及び厚生年金保険被保険者

台帳記号番号払出簿の氏名は旧姓となっていることから、当該脱退手当金は旧

姓で請求したものと考えられるが、婚姻日から脱退手当金の支給決定日までが

約７か月間であることを踏まえると、申立人が旧姓で脱退手当金を請求したと

は考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 727 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年２月 18日から 38年８月 30日まで 

私は、Ａ社では、Ｂ業務に従事していた。父の怪我の看病のため退職した

が、脱退手当金を受給した記憶は無く、請求したことも無いと思うので、脱

退手当金を受給したこととされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者期間につい

てはその計算の基礎とされておらず、未請求となっており、申立人が２回の被

保険者期間のうち、最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、オンライン記録において申立期間の事業所での脱退手当金の支給が確

認できた者 21人のうち、20人については健康保険厚生年金保険被保険者原票

及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、脱退手当金を支給したこと

を表す「脱」の表示があるが、申立人については、その表示が無い上、脱退手

当金が支給されたとする額は、法定支給額と相違している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記

録を昭和 23年８月 14日に訂正するとともに、Ｂ事業所における資格取得日に

係る記録を同日、資格喪失日に係る記録を同年 12月 31日とし、申立期間の標

準報酬月額を 400円とすることが必要である。 

なお、各事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年５月 31日から同年 12月 31日まで 

私は、昭和 19年 10月から 23年 12月末までの期間において、Ａ事業所（後

に、Ｂ事業所に名称変更）で勤務した。給与計算を担当していたが、私が退

職するまで全員の給与から厚生年金保険料を間違いなく控除していた。申立

期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述、及び申立人の申立期間に係る勤務内容等に関する詳細な

記憶などから判断すると、申立人が、申立期間において、Ａ事業所又はＢ事

業所に勤務していたことが推認できる。 

また、上記の同僚のうち、Ａ事業所に係る健康保険労働者年金保険被保険

者名簿において、昭和 23 年５月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し

たことが確認できる者は、「申立人は当時、給与計算事務を担当していた。私

は昭和 23 年５月 31 日以降も引き続き勤務していたが、その間も保険料の控

除が中断した記憶は無い。」と供述しているとともに、申立人自身も「私は、

当時給与計算事務を一人で担当し、退職するまで全員の給与から厚生年金保

険料を控除していた。」と供述している。 



                      

  

さらに、法人登記簿により、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ

事業所は、昭和 19 年３月 17 日に設立され、23 年８月 14 日に解散したこと、

及び同年７月 26日に、同一の所在地にＢ事業所が設立されていることが確認

できることなどから判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 23年５月

31 日から同年８月 14 日までの期間についてはＡ事業所において、同年８月

14 日から同年 12 月 31 日までの期間についてはＢ事業所において、それぞれ

の厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。 

一方、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当していた期間は、適用

事業所名簿が保管されていないため確認できないが、当該事業所に係る健康

保険労働者年金保険被保険者名簿に記載された被保険者について、昭和 19年

10 月１日より前に厚生年金保険被保険者資格を取得している者は確認できな

いこと、及び当該被保険者名簿の表紙に「23.5.31全喪」と記載されているこ

とから判断すると、少なくとも同日から 23年５月 31日までの期間において、

Ａ事業所は厚生年金保険の適用事業所に該当していたものと推認されるとと

もに、適用事業所名簿によると、Ｂ事業所は、27 年８月１日に初めて厚生年

金保険の適用事業所となったとされており、申立期間について、Ａ事業所及

びＢ事業所のいずれも厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できな

い。 

しかしながら、申立人及び同僚の一人が、「Ａ事業所がＢ事業所に変わった

とき、在籍していた職員は全員引き続き雇用された。勤務形態や勤務場所等

に係る変更は無く、事業所の名称が変わっただけだった。」と説明しているこ

となどから総合的に判断すると、Ａ事業所は解散する昭和 23 年８月 14 日ま

での期間についても、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満

たしていたこと、及びＢ事業所は同日から同年 12 月 31 日までの期間につい

ても、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたこと

が推認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所に係る資格

喪失時(昭和 23年４月)の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録などから、

400円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

事業所及びＢ事業所は既に解散していることから、調査を行うことができな

いが、いずれも申立期間において適用事業所の要件を満たしていながら、社

会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、各事業主は申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 729 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人がＡ社Ｂ支社における厚生年金保険被保険者資格を昭和

53年 11月１日に取得し、同資格を 55年７月 16日に喪失した旨の届出を社会

保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保

険被保険者資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53年 11月から 54年７月

までは 17万円、54年８月から 55年６月までは 28万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 11月１日から 55年７月 16日まで 

    私は、昭和 39年にＡ社に就職し、55年７月に退職するまでの期間におい

て、Ａ社及び同社のグループ会社に継続して勤務していた。 

しかしながら、厚生年金保険の被保険者記録においては同社での資格喪失

日が昭和 53年 11月１日とされている。退職するまで、継続して給与から厚

生年金保険料が控除されていたと思うので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した退職証明書によると、申立人は、Ａ社に昭和 39 年９月１日

から 55 年７月 15 日までの期間において継続して勤務していたことが認めら

れる。 

また、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険失業保険被保険者台帳によると、

申立人は、昭和 53 年 11 月１日にＣ県に所在するＡ社における厚生年金保険

被保険者資格を喪失し、同日付けで同社Ｂ支社における同資格を取得すると

ともに 55年７月 16日に同資格を喪失したこと、及び 54年８月１日に標準報



                      

  

酬月額が 17万円から 28万円に改定されたことが確認できる。 

さらに、Ａ社が保管する昭和 54 年８月１日付けの厚生年金保険報酬月額変

更届は、申立期間当時、社会保険事務所が使用していた様式と異なる上、社

会保険事務所の受理印も確認できないが、当該届書は社会保険事務所が使用

していた様式において記載すべき必要事項は全て記載された様式であること

が確認できる上、事業主印が押されていることが確認できるところ、同事業

所を所管する年金事務所の担当者は、「申立期間当時、Ａ社Ｂ支社について、

事業所が作成した様式を社会保険事務所への届出に代用していたと思われ

る。」と説明しており、またＡ社の現在の社会保険事務担当者は、「下書き書

類に事業主印を押したとは考えられない。」と回答している。 

加えて、前述の届書において、申立人と同様、少なくとも 19 人の同僚につ

いて、昭和 54 年８月１日に報酬月額が変更された旨記載されているところ、

Ａ社Ｂ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録に

よると、申立人を除く当該同僚 19人については、前述の届書に記載されたと

おり、標準報酬月額の随時改定が行われていることが確認できることなどか

ら判断すると、当該届書は社会保険事務所に提出されたものであると推認さ

れる。 

また、昭和 54年８月１日の標準報酬月額の改定については、前述の 19人全

員について、Ａ社が保管する前述の健康保険厚生年金保険失業保険被保険者

台帳の記録と、同社Ｂ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオ

ンライン記録における記録が一致していることが確認できる。 

さらに、申立人について、Ａ社が保管する前述の健康保険厚生年金保険失業

保険被保険者台帳の記録は、申立人の勤務期間のうち申立期間を除く全期間

において、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同社の各グル

ープ会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票並びにオンライン記録と

ほぼ一致していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、事

業主は、申立人がＡ社Ｂ支社における厚生年金保険の被保険者資格を昭和 53

年 11月１日に取得し、55年７月 16日に喪失した旨の届出及び 54年８月１日

に標準報酬月額が 17 万円から 28 万円に改定された旨の届出を社会保険事務

所に対して行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社が保管する健康保険厚生年

金保険失業保険被保険者台帳及び前述の報酬月額変更届に記載された標準報

酬月額の記録から、昭和 53 年 11 月から 54 年７月までは 17 万円、同年８月

から 55年６月までは 28万円とすることが妥当である。 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 730 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年２月８日から 34年４月１日まで 

    年金事務所の記録では、Ａ社に勤務していた申立期間について、脱退手当

金を受け取ったこととされているが、同社からも社会保険事務所（当時）か

らも受け取った記憶は無いので、申立期間について厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金の支給記録がある同僚のＡ社における健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、厚生年金保険被保険者資格喪失日から１年以内に脱退手

当金を受給し、かつ、申立人の支給決定日前後約１年間に脱退手当金を受給し

た同僚については、いずれも脱退手当金を請求したことを示す「脱」印の表示

が確認できるにもかかわらず、申立人には当該表示が確認できない。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人のＡ社にお

ける厚生年金保険被保険者資格取得日は前述の被保険者名簿における資格取

得日（昭和 32年２月８日）と異なる昭和 32年５月４日とされており、脱退手

当金の支給に係る事務処理が適切に行われていなかった可能性がうかがえる。 

さらに、オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は昭和 34 年

８月 17 日に支給されたこととなっているところ、申立人は同年９月２日に申

立期間に勤務していた事業所と同じ事業所において厚生年金保険被保険者資

格を再度取得していることが確認できることから、申立人が、厚生年金保険を

脱退する意思を有していたとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 50年５月１日から同年 10月１日まで 

② 昭和 50年 10月 26日から 52年１月頃まで 

          私は、中学校を卒業した昭和 50 年３月に学校の紹介で一度就職したが、

約１か月間勤務した後に退職し、すぐに中学校の再紹介でＡ社に勤務した。

同社での勤務期間は約１年９か月間であったにもかかわらず、両申立期間に

係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

両申立期間について、Ａ社で勤務していたことは間違いないので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「約１年９か月間においてＡ社に勤務した。」と主張しているが、

雇用保険の被保険者記録によると、申立人は、Ａ社における被保険者資格を昭

和 50年 10月１日に取得し、同年 10月 25日に離職していることが確認でき、

当該記録は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記

録における申立人の被保険者記録と符合する。 

また、前述の記録は、申立事業所が作成し、保管している厚生年金保険の被

保険者名簿における申立人の被保険者記録とも符合していることが確認でき

るところ、申立事業所の現在の事業主は、「私の母（申立期間当時の事業主）

は厳格な人物であり、従業員の厚生年金保険料を控除しながら、その従業員の

資格を喪失させるようなことは絶対に無かった。」と供述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票で両申立期間に被保

険者記録が確認できる同僚のうち、回答が得られた同僚４人は、いずれも、「申



                      

  

立人を記憶しているが、申立人の勤務期間などは覚えていない。」と供述して

おり、申立人の申立事業所における勤務実態、厚生年金保険料の控除の状況等

について確認することができない。 

加えて、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 722 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年５月２日から 32年４月 10日まで 

私は、申立期間において、Ａ社に勤務していたことを覚えているが、当該

期間に係る脱退手当金を受給した記憶は無い。 

申立期間に係る脱退手当金を受給していないので記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の前後 200

人のうち、脱退手当金の受給資格要件を満たす者は 99 人いるが、このうちの

86 人は脱退手当金の支給記録が確認できる上、73 人は同社に係る厚生年金保

険被保険者資格を喪失してから６か月以内に脱退手当金を受給していること

が確認できる。 

また、Ａ社の社会保険事務担当者は、申立期間当時、退職者に対し退職説明

会を開催し、脱退手当金制度について説明していた旨の供述を行っている上、

同僚の中には、当該事業所の代理請求により脱退手当金を受給したと供述して

いる者、自ら脱退手当金を請求したと供述している者がみられる。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無

く、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格喪失から約２か月後に脱退手当金

が支給されているなど、一連の事務処理に不自然さはみられない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 723（事案 423の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月 28日から 38年８月９日まで 

    私は、申立期間にＡ社に勤務した後、Ｂ県に帰郷した。会社からは脱退手

当金について何も説明が無かったし、自分で脱退手当金を請求したことも無

い。 

前回、脱退手当金は受給していない旨申立てを行ったところ、記録の訂正

は認められなかったが、どうしても納得できないので再度調査の上、申立期

間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票の申立人の氏名は、昭和 38年９月 27日にそれまで便宜的に使用して

いたものから戸籍上のものに訂正されており、申立期間の脱退手当金は同年

12月 28日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せ

て氏名変更が行われたと考えるのが自然であること、支給額に計算上の誤りは

無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約４か月後に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどを理由として、

既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年８月４日付けで年金記録の訂正は必

要ではないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、脱退手当金を請求していないと主張し、どうしても納得で

きないので再調査してほしいと申し立てているが、新たな資料や周辺事情の提

出は無く、また、厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄に「脱手」の表示が

確認できるところ、年金事務所に改めて確認した結果、当該表示は脱退手当金

の支給を示すものであると説明している上、このほかに委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱

退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 724 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年３月 28日から 41年 10月１日まで 

② 昭和 41年 10月１日から 42年６月 23日まで 

    私は、結婚準備のため、昭和 42年６月 22日にＡ社を退職した。年金事務

所の記録では、約７か月後に脱退手当金を受給したとされているが、会社か

らは脱退手当金の説明を受けたことは無いし、退職金や脱退手当金をもらっ

た記憶も無い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申立人と同時期に退職し

た脱退手当金の受給資格のある女性 100 人の記録を見ると、31 人に支給記録

があり、そのうち 28 人は資格喪失から７か月以内に脱退手当金の支給記録が

確認でき、同社によると、退職予定者には脱退手当金の説明をしており、同社

が代理で請求手続も行っていた旨の回答を行っている上、複数の同僚は、「当

時は、一時金でもらうか、そのまま置いておくかの選択だったと記憶している。」

と供述を行っている。 

また、申立人は、退職金をもらった記憶は無い旨の供述を行っているが、同

社保管の記録で申立人の退職金の金額が確認できる。 

さらに、申立人に係る脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 725 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月 23日から 40年１月 16日まで 

私は、申立期間当時、Ａ社では、Ｂ課に在籍していた。結婚準備のため同

社を退職したが、脱退手当金を受給した記憶は無く、請求したことも無いと

思うので、脱退手当金を受給したこととされていることに納得がいかない。

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同日に同

社における厚生年金保険の被保険者資格を取得している女性のうち、申立人

の資格喪失日の前後２年以内に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している

28人の記録を見ると、申立人を含めた 20人に脱退手当金の支給記録が確認で

き、全ての者が資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定がなされ

ているところ、Ａ社は申立期間当時、退職の際に脱退手当金について説明を

行い、従業員に代わって代理請求を行っていた旨の回答をしていることを踏

まえると、申立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がな

された可能性が考えられる。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人に脱退手当金

が支給されていることを示す「脱」の表示が記載されている上、申立期間に

係る脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格の喪失日から約７か月後に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


